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▼
大
相
撲
大
阪
場
所
は
百
拾
年

振
り
に
新
入
幕
の
幕
尻
尊
富
士

の
優
勝
で
大
い
に
盛
り
上
り
、
協

会
は
定
め
し
御
満
悦
の
事
で
あ

ら
う
。然
り
乍
ら
昨
今
の
相
撲
態

度
は
国
技
と
称
す
る
に
は
甚
し

く
痴
が
ま
し
い
状
況
と
難
じ
ね

ば
な
ら
な
い
。初
め
て
の
外
国
人

力
士
で
あ
る
布
哇
出
身
の
高
見

山
や
、
四
月
に
逝
つ
た
元
横
綱
曙

た
ち
は
、
全
く
違
つ
た
環
境
の
中

で
順
応
し
な
が
ら
国
技
と
し
て

の
品
格
を
保
つ
て
き
た
が
、
蒙
古

勢
を
受
け
入
れ
る
や
う
に
な
つ

て
か
ら
は
本
来
の
品
位
が
喪
失

し
た
感
が
強
い
の
は
否
め
な
い
。

抑
吾
が
国
の
相
撲
と
、
搏
克
（
ブ

フ
）
と
い
ふ
格
闘
技
と
し
て
の
蒙

古
相
撲
と
は
本
質
的
に
違
ふ
こ

と
を
認
識
し
て
お
く
必
要
が
あ

る
。蒙
古
勢
の
品
性
の
無
さ
は
、

土
俵
上
の
所
作
や
、
賞
金
を
貰
ふ

時
の
態
度
で
如
実
に
示
さ
れ
て

ゐ
る
。さ
う
し
た
品
性
の
無
さ
が

遂
に
日
本
人
の
力
士
に
も
伝
染

し
て
を
り
、
例
へ
ば
熱
海
富
士
の

動
作
に
は
見
苦
し
さ
を
感
じ
ざ

る
を
得
な
い
。か
つ
て
高
見
山
は

「
国
際
化
を
進
め
る
上
で
も
、
国

技
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
い

け
な
い
」と
語
つ
て
ゐ
た
と
伝
ふ
。

更
に
力
士
規
程
第
三
条
の
「
十
枚

目
（
十
両
）
以
上
の
力
士
は
出
場

に
際
し
て
大
銀
杏
に
結
髪
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」を
無
視
し
て
、

金
銭
感
覚
だ
け
の
興
行
に
汲
々

と
し
て
ゐ
る
協
会
は
国
技
の
名

称
を
返
上
し
て
「
地
球
技
」
と
改

め
る
べ
き
で
あ
る
。　　
　
（
秀
）

一
頁…

●
全
国
政
策
研
究
会
御
案
内

二
頁…

●
党
声
明 

他

本
紙
目
次

（
二
面
へ
続
く
）

給
と
し
、
公
共
へ
の

奉
仕
職
と
す
る
。

＊
地
方
議
会
は
通
年
開

会
と
す
る
。

＊
企
業
在
職
者
の
立
候

補
を
企
業
は
認
定
し
、

議
員
活
動
を
支
援
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四
、
公
営
選
挙
の
在
り
方
再

考
―
―
本
当
に
金
の
か

か
ら
な
い
選
挙
具
体
策
。

（
例
）＊
従
来
の
労
務
者
を
含

め
た
運
動
員
の
完
全

無
給
化
。

＊
選
挙
ポ
ス
タ
ー
は
事

前
に
選
管
に
提
出

し
、
掲
示
板
に
貼
布

さ
れ
た
状
態
で
街
頭

に
掲
示
す
る
こ
と
と

す
る
。

＊
供
託
金
及
法
定
得
票

数
な
ど
は
従
来
通

全国政策研究会御案内全国政策研究会御案内

  

西令
和
六
年
七
月
二
十
一
日（
日
）午
後
一
時

於
・
護
王
神
社 

護
王
会
館

京
都
市
上
京
区
烏
丸
通
下
長
者
町
角

地
下
鉄
烏
丸
線
烏
丸
丸
太
町
駅
下
車

②
出
口
御
所
に
沿
つ
て
北
へ
十
分

  

東令
和
六
年
七
月
二
十
八
日（
日
）

午
後
零
時
三
十
分

於
・
貸
会
議
室
ル
ー
ム
ス
八
丁
堀

店東
京
都
中
央
区
八
丁
堀
三
│

十
七
│
十
六

セ
ン
ト
ラ
ル
京
橋
三
立
ビ
ル

別
館
七
〇
三

東
京
メ
ト
ロ
日
比
谷
線
・Ｊ

Ｒ
京
葉
線 

八
丁
堀
駅
Ａ
３
出

口
、
徒
歩
三
分

東
京
メ
ト
ロ
銀
座
線 

京
橋
駅

４
番
出
口
、
徒
歩
六
分

都
営
浅
草
線 

宝
町
駅
Ａ
２
出

口
、
徒
歩
四
分

※
令
和
四
年
版
政
策
公
約
集
改
訂
及
び
当
紙
掲
載
討
議
要
項
に
つ

い
て
討
議
。
政
策
公
約
集
を
お
持
ち
で
な
い
方
は
事
前
に
お
申

込
み
下
さ
い
。

※
党
外
者
含
め
て
ど
な
た
で
も
参
加
で
き
ま
す
（
申
込
不
要
）。

維
新
政
党
・
新
風

全
国
政
策
研
究
会

り
。

五
、
投
票
日
は
平
日
に
す
る
。

企
業
は
、
午
前
中
を
投

票
優
先
時
間
帯
と
し
て

指
導
を
す
る
。
期
日
前

投
票
は
従
来
通
り
。

【
現
状
是
正
策
】

○
小
選
挙
区
で
落
選
し
て

比
例
代
表
復
活
制
の
廃

止
。

〈
解
説
〉

人
よ
り
政
党
を
選
ぶ
制
度
に
！

【
改
正
内
容
】

一
、
国
政
（
衆
議
院
）
選
挙
は
都
道

府
県
単
位
の
完
全
比
例
代
表
制

と
す
る
。

○
議
席
数
は
最
少
人
口
県
（
選
挙

人
数
）
の
定
数
を
二
と
し
て
、

そ
れ
を
基
準
と
す
る
選
挙
人
数

五
十
万
人
単
位
人
口
比
に
よ
つ

て
定
数
を
見
直
す（
定
数
？
）。

○
得
票
比
率
順
に
定
数
を
配
分
し

（
配
分
法
は
別
途
定
め
る
）、
各

党
に
お
い
て
は
都
道
府
県
単
位

政
党
法
案
討
議
要
綱

選
挙
制
度
案
討
議
要
綱

的
承
認
を
受
け
、
国
民
に
そ
の

旨
告
知
さ
れ
る
。
但
し
、
各
都

道
府
県
単
位
の
完
全
比
例
代
表

制
に
よ
る
。

五
、
三
回
の
国
政
選
を
経
て
得
票
率

二
％
を
二
度
獲
得
で
き
た
場
合

は
、
政
党
資
格
は
継
続
で
き
る

（
以
後
、
連
続
し
て
二
％
を
得

票
で
き
な
い
場
合
は
政
党
要
件

は
失
効
す
る
）。

六
、
政
党
の
公
認
候
補
者
は
、
党
活

動
歴
が
二
年
以
上
の
者
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

【
政
党
の
義
務
】

一
、
政
治
資
金
は
、
全
て
政
党
及
び

政
党
支
部
に
対
し
て
行
は
れ
る

べ
き
も
の
で
あ
り
、
個
人
が
政

治
献
金
を
得
て
は
な
ら
な
い

（
政
党
助
成
金
及
び
政
治
献

金
）。

二
、
政
党
の
収
支
報
告
は
、
都
道
府

県
支
部
単
位
の
も
の
と
全
国
本

部
の
も
の
と
に
よ
る
。
収
支
報

告
に
不
正
が
あ
れ
ば
、
翌
年
の

政
党
助
成
金
の
支
給
は
零
と
す

る
。

三
、
公
職
選
挙
法
・
政
治
資
金
規
正

法
を
右
の
原
則
に
従
つ
て
改
正

遵
守
す
る
。

【
そ
の
他
】

○
国
会
議
員
の
公
設
秘
書
を
地
方

議
員
及
び
国
会
議
員
の
家
族
が

兼
務
す
る
こ
と
を
禁
止
。

○
国
会
議
員
の
政
策
立
法
機
能
強

化
の
た
め
政
策
秘
書
の
公
的
負

担
を
十
名
に
す
る
。

〈
解
説
〉

現
状
の
既
成
政
党
へ
の
批
判

【
政
党
の
概
念
規
定
】（
略
）

【
政
党
政
治
の
前
提
】（
略
）

【
法
的
政
党
資
格
の
要
件（
政
党
法
）】

一
、
都
道
府
県
の
半
数
以
上
に
支
部

な
ど
の
活
動
拠
点
を
常
設
し
て

を
り
、
組
織
形
態
及
び
役
員
人

事
の
公
開
を
行
ふ
こ
と
。

二
、
綱
領
及
び
国
政
全
般
の
政
策
方

針
を
公
開
す
る
こ
と
。

三
、
国
政
選
挙
に
お
い
て
確
認
団
体

（
十
名
以
上
の
立
候
補
者
）
と

し
て
の
届
出
が
可
能
で
あ
る
こ

と
。

四
、
右
記
の
要
件
の
下
で
直
近
の
国

政
選
挙
で
二
％
以
上
の
得
票
を

獲
得
し
た
後
に
政
党
と
し
て
法

名
簿
順
に
当
選
者
と
す
る
。

○
有
効
投
票
総
数
の
二
％
以
上
の

得
票
が
な
け
れ
ば
、
議
席
の
配

分
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な

い
。

○
無
所
属
立
候
補
は
認
め
な
い
。

○
定
年
は
七
十
五
歳
と
す
る
（
就

任
以
後
に
定
年
を
迎
へ
て
も
任

期
満
了
ま
で
は
在
職
と
す
る
）。

○
任
期
は
四
年
と
す
る
。

○
党
活
動
二
年
以
上
の
党
歴
を
有

し
な
い
も
の
は
候
補
者
に
な
れ

な
い
。

○
任
期
は
四
年
と
す
る
が
、
国
会

解
散
に
よ
る
総
選
挙
実
施
に
お

い
て
は
そ
の
限
り
に
あ
ら
ず
。

二
、
参
議
院
議
員
の
選
出
に
つ
い
て

は
、公
選
法
で
別
途
定
め
る
が
、

有
権
者
に
よ
る
選
挙
は
経
な
い

選
出
方
法
と
す
る
。

三
、
地
方
選
挙
は
、
各
地
方
議
会
議

員
選
挙
と
首
長
の
公
選
制
に
よ

る
が
、
国
政
選
と
は
別
の
公
選

法
を
定
め
る
。

（
例
）＊
当
該
地
域
に
住
す
る
こ
と
二

年
以
上
で
推
薦
人
制
を
採
る
。

＊
無
所
属
立
候
補
の
容
認
。

＊
地
方
議
員
の
報
酬
は
実
費
支

○
無
投
票
選
挙
の
禁
止
（
定

員
割
れ
で
も
法
定
得
票

で
落
選
）。

○
戸
別
訪
問
解
禁
と
公
的

政
策
討
論
会
実
施
。

○
投
票
用
紙
を
マ
ー
ク

シ
ー
ト
方
式
に
。

○
政
見
放
送
を
ネ
ッ
ト
で

も
流
す
。

○
国
会
は
通
年
開
会
と
す

る
。
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